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議案第４４号 専決処分の承認について(議案書 P7～15) 

（茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例） 

 地方税法の改正に伴い、令和６年度分の個人の市民税に係る所得割

の額について定額減税を実施するとともに、宅地等及び農地に係る固

定資産税及び都市計画税の負担の調整を行うほか、特定バイオマス発

電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合を定

めた等のもの 

 

議案第４５号 専決処分の承認について(議案書 P16～18) 

（茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例） 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基

準を定める政令の改正に伴い、学校医等の公務災害に対する介護補償

の額及び休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を改めたもの 

 

議案第４６号 専決処分の承認について(議案書 P19～33) 

（令和６年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１号）） 
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歳入歳出それぞれ１，８７１，３２０千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ９５，１０１，３２０千円とするもの 

（歳出） 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 令和６年度に新たに住民税非課税となる世帯等への給付（こども加

算を含む。）及び定額減税を補足する調整給付の支給事務に従事する

職員の「時間外勤務手当」を増額するもの 

 令和６年度に新たに住民税非課税となる世帯等への給付（こども加

算を含む。）及び定額減税を補足する調整給付を支給することに伴い、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 令和６年度に新たに住民税非課税となる世帯等への給付（こども加

算を含む。）及び定額減税を補足する調整給付を支給することに伴い、

「報酬」、「会計年度任用職員期末勤勉手当」、「共済費」、「費用

弁償」、「消耗品費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、「手数料」、

「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

（歳入） 
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「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金」を増額するもの 

 

議案第４７号 専決処分の承認について(議案書 P34～45) 

（令和６年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第２号）） 

歳入歳出それぞれ４４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ９５，１０１，７６１千円とするもの 

（歳出） 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目２ 予防費」 

 新型コロナウイルス感染症に係る５類感染症移行前の入院医療費

について、当初の想定を上回る医療機関からの請求に伴い、「扶助費」

を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症患者入院医療費負担金」を増額
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するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第４８号 令和６年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

３号）(議案書 P46～55) 

歳入歳出それぞれ１３,９９６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ９５,１１５,７５７千円とするもの 

（歳出） 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目２ 予防費」 

 新型コロナウイルス感染症に係る５類感染症移行前のＰＣＲ検査等

の行政検査委託料について、当初の想定を上回る医療機関からの請求

に伴い、「委託料」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症に係る５類感染症移行前の入院医療費に

ついて、当初の想定を上回る医療機関からの請求に伴い、「扶助費」

を増額するもの 



7 

 

「款１０ 教育費」 

「項５ 社会教育費」 

「目３ 博物館費」 

 文化資料館解体工事の影響により生じた周辺家屋の損傷に対する補

償額の算定等のため、「委託料」を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症患者入院医療費負担金」、「感

染症発生動向調査事業費負担金」を増額するもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

 

議案第４９号 令和６年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

４号）(議案書 P56～82) 

歳入歳出それぞれ３１４,７７７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ９５,４３０,５３４千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 
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「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 こども未来戦略に基づく児童手当制度の拡充に伴い、人事給与シス

テムを改修するため、「委託料」を増額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 ごみの戸別収集に係る実験事業を実施するため、じんかい収集車を

購入することに伴い、「自動車損害保険料」、「公課費」を増額する

もの 

「目７ 企画費」 

 令和７年４月１日からの子育て支援センターへの指定管理者制度の

導入に向けた事業者選定等を行うため、指定管理者選定等委員会の開

催回数の増加に伴い、「報酬」、「費用弁償」を増額するもの 

「目１０ 恩給及び退職年金費」 

 国の恩給改定の影響により、遺族扶助料が増額することに伴い、「恩

給及び退職年金」を増額するもの 

「目１４ スポーツ振興費」 

 総合体育館を災害対策基本法に基づく指定福祉避難所として指定し

活用するため、老朽化した非常用発電設備の更新工事の実施に伴い、
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工事監理等に係る「委託料」を増額するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 

 職権により戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知するための

機能の整備に係る戸籍システムの改修を行うことに伴い、「委託料」

を増額するもの 

 茅ヶ崎駅前及び萩園市民窓口センターの廃止に伴う複合機２台の解

約について、当初予算に計上した「委託料」を減額するとともに、リ

ース期間中において途中解約することに伴い、「補償補填及び賠償金」

を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目７ 交通安全推進費」 

 第一駐車場土地利活用事業において、当該事業用地南側隣地の擁壁

基礎部分の越境が判明し、定期借地の事業に係る設計変更及び躯体変

更に要する経費を負担することに伴い、「負担金補助及び交付金」を

増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 
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「目１ 児童福祉総務費」 

 民間保育所等において、延長保育及び一時預かりに係る国の補助基

準額の増額改定に対応するほか、主食等の持参を不要とする「手ぶら

で保育」の実現による通園時の保護者負担軽減を図るためのスタート

アップ支援の実施に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 地域型保育事業において、延長保育及び一時預かりに係る国の補助

基準額の増額改定に対応するほか、主食等の持参を不要とする「手ぶ

らで保育」の実現による通園時の保護者負担軽減を図るためのスター

トアップ支援の実施に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するも

の 

 保育所等の待機児童解消のため、保育所等の設置者の選定のほか、

保育所等の分園の整備、小規模保育事業の認可保育園化又は新設を行

う事業者に対し、その費用の一部を補助することに伴い、「報酬」、

「費用弁償」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目４ 児童福祉施設費」 

 公立保育園において、主食等の持参を不要とする「手ぶらで保育」

の実現による通園時の保護者負担軽減を図るため、布団の購入や主食

の提供に必要な環境整備を行うことに伴い、「消耗品費」、「修繕料」、
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「備品購入費」を増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 子育て支援センター（ファミリー・サポート・センター事業との一

体化を含む。）について、令和７年４月１日より指定管理者制度を導

入するにあたり、指定管理者選定等委員会において臨時委員を委嘱す

ることに伴い、「報酬」、「費用弁償」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 生活保護法の改正により、被保護世帯の高卒就職者の新生活立ち上

げ支援及び就労自立給付金のインセンティブ強化等に対応するための

生活保護システムの改修を行うことに伴い、「委託料」を増額するも

の 

「目２ 扶助費」 

 生活保護法の改正により、被保護世帯の高卒就職者の新生活の立ち

上げを支援することに伴い、「扶助費」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項２ 清掃費」 

「目２ じんかい処理費」 
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 ごみの戸別収集に係る実験事業を実施するため、じんかい収集車を

購入することに伴い、「手数料」、「備品購入費」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 茅ケ崎駅周辺の道路照明灯及びその他の道路施設等について、一括

前払い契約の電気料金が当初の想定を上回り、今後の月払い契約の電

気料金の支払いに不足が見込まれるため、「光熱水費」を増額するも

の 

「目２ 道路維持費」 

 ポンプ施設等の道路施設等について、一括前払い契約の電気料金が

当初の想定を上回り、今後の月払い契約の電気料金の支払いに不足が

見込まれるため、「光熱水費」を増額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 道路照明灯等の交通安全施設等について、一括前払い契約の電気料

金が当初の想定を上回り、今後の月払い契約の電気料金の支払いに不

足が見込まれるため、「光熱水費」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 
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「目１ 都市計画総務費」 

 北茅ケ崎駅のバリアフリー化に向け、東日本旅客鉄道株式会社が実

施する調査設計に要する費用を負担することに伴い、「負担金補助及

び交付金」を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「生活保護費負担金」、「子ども・子育

て支援事業費補助金」、「社会保障・税番号制度推進事業補助金」、

「保育対策総合支援事業費補助金」、「子ども・子育て支援交付金」、

「安心こども交付金事業費補助金」、「生活保護適正実施推進事業費

補助金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「子ども・子育て支援交付金」、「手ぶ

らで保育スタートアップ支援事業費補助金」を増額するもの 

「款１７ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「市有土地貸付収入」を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「子ども未来応援基金繰入金」を増額す
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るもの 

「款２０ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「その他雑入」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「総合体育館整備事業債」、「収集車等

購入事業債」を増額するもの 

（継続費の補正） 

 「体育館管理運営経費（総合体育館非常用発電設備更新工事）」に

ついて、総合体育館非常用発電設備更新工事において、工期が２か年

にわたるため、継続費を設定するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「車両管理経費」について、自動車損害保険料及び公課費において、

じんかい収集車の年度内の納車が見込めないため、次年度へ繰り越す

もの 

 「収集車等購入事業」について、じんかい収集車の購入において、

社会情勢により車両の製作に１年以上の期間を要し、年度内の納車が
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見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

（債務負担行為の補正） 

 「総合体育館非常用発電設備更新工事監理業務委託経費」について、

総合体育館非常用発電設備更新工事監理業務委託において、当該工事

の工期が２か年にわたるため、債務負担行為を設定するもの 

 「総合体育館非常用発電設備更新工事意図伝達業務委託経費」につ

いて、総合体育館非常用発電設備更新工事意図伝達業務委託において、

当該工事の工期が２か年にわたるため、債務負担行為を設定するもの 

 「茅ヶ崎市子育て支援センター指定管理料」について、子育て支援

センター（ファミリー・サポート・センター事業との一体化を含む。）

において、令和７年４月１日より指定管理者制度を導入するにあたり、

令和６年度中に指定管理者の選定に向けた手続きを進めることに伴

い、債務負担行為を設定するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「総合体育館整備事業」、「収集車等購

入事業」を増額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第５０号 令和６年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特
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別会計補正予算（第１号）(議案書 P83～93) 

歳入歳出それぞれ４０，７５７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２２，８８１，７５７千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

マイナンバーカードの健康保険証利用への円滑な移行に向け、被保

険者等への加入者情報の送付のほか、健康保険証の代わりとなる資格

確認書を発行するためのシステム改修を行うことに伴い、「通信運搬

費」及び「委託料」を増額するもの 

（歳入） 

「款２ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「社会保障・税番号制度システム整備費

等補助金」を増額するもの 

 

議案第５１号 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
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用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例(議案書 P94)  

生活保護法の改正に伴い、所要の規定を整備するためのもの 

 

議案第５２号 茅ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(議案

書 P95)  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、

小規模保育事業所及び事業所内保育事業所に置く保育士等の数

に係る基準を改める等のためのもの 

 

議案第５３号 茅ヶ崎市子育て支援センター条例の一部

を改正する条例(議案書 P96～98) 

茅ヶ崎市子育て支援センターの管理を指定管理者に行わせる

こととし、指定管理者の指定の基準、指定管理者が行う業務等を

定めるためのもの 

 

議案第５４号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正

する条例(議案書 P99)  



18 

 

 東日本大震災により被害を受けた者に係る保険料の減免の特

例措置の期間を延長するためのもの 

 

議案第５５号 茅ヶ崎市営住宅条例の一部を改正する条

例(議案書 P100)  

 高田住宅の一部及び高田住宅児童遊園を廃止するためのもの 

 

議案第５６号 工事請負契約の変更について(議案書 P101) 

浜園橋橋りょう整備工事（上部工）の請負契約について、工事

に伴い発生する掘削土の処分計画の変更により、残土処分を減と

することから、契約金額を減額するためのもの 

 

議案第５７号 動産の取得について(議案書 P102) 

ランチボックス及び付属品を取得するためのもの 

 

議案第５８号 動産の取得について(議案書 P103) 

連続炊飯システムを取得するためのもの 
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議案第５９号 藤沢市と茅ヶ崎市とのし尿等処理に関する

事務の委託に係る協議について(議案書 P104～107) 

本市が藤沢市にし尿等処理に関する事務の委託をするための

もの 

 

議案第６０号 和解について(議案書 P108) 

リース契約の一部解除について、和解を成立させるためのもの 

 

議案第６１号の１～２ 市道路線の廃止について(議案書 P109

～114) 

１ 中島地内で、本市に帰属した道路との再編成に伴い、市道

２６１１号線を廃止するもの 

２ 円蔵地内で、一般交通の用に供する必要がなくなった市道

４０７６号線を廃止するもの 

 

議案第６２号の１～６ 市道路線の認定について(議案書 P115

～132) 

１ 緑が浜地内で、稲岡ホーム建設株式会社が築造し、本市に
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帰属した道路を市道１９７３号線として認定するもの 

２ 中島地内で、タクトホーム株式会社が築造し、本市に帰属

した道路及び市道２６１１号線を再編成し、新たに市道２７

２６号線として認定するもの 

３ 本村三丁目地内で、有限会社三浦地所が築造し、本市に帰

属した道路を市道３５２７号線として認定するもの 

４ 松林三丁目地内で、レモンホーム株式会社が築造し、本市

に帰属した道路を市道３５２８号線として認定するもの 

５ 円蔵地内で、株式会社ワンズホームが築造し、本市に帰属

した道路を市道４２２１号線として認定するもの 

６ 萩園地内で、株式会社八清建設が築造し、本市に帰属した

道路を市道５８０３号線として認定するもの 

 

報告第２号 茅ヶ崎市土地開発公社の経営状況について

(議案書 P133) 

（令和５年度事業報告） 

公有用地取得事業については、公有用地の取得なし 
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公有用地売却事業については、上赤羽根堤線道路改良事業用地

として、４８．４１平方メートルを茅ヶ崎市に売却し、金額は、

１５，４６４，９７２円となるもの 

保有土地賃貸事業については、保有土地の有効活用を図るた

め、４，９６６．９８平方メートルを茅ヶ崎市ほかに貸し付けし、

金額は、３１，９０６，２３９円となるもの 

（令和５年度収支計算書） 

収益的収入については、事業収益及び事業外収益で、合計は

４７，３８６，９５８円となるもの                             

収益的支出については、事業原価及び販売費及び一般管理費

で、合計２０，４５５，０１４円となるもの 

 資本的収入については、金融機関及び茅ヶ崎市からの借入金

で、合計は２，３０５，０００，０００円となるもの 

 資本的支出については、公有地取得事業費及び借入金償還金

で、合計は２，３３０，８１２，１１５円となるもの 

 資金収支決算書については、受入資金から支払資金を差し引い

た４５，６０５，９９３円が次年度繰越金となるもの 

（貸借対照表） 
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資産の部については、現金及び預金、公有用地及び代替地で、

合計は２，５８０，７５０，３２２円となるもの 

負債の部については、未払金、短期借入金、未払費用及び前受

収益で、合計は１，８０６，３４２，２５８円となるもの 

資本の部については、基本財産、前期繰越準備金及び当期純利

益で、合計は７７４，４０８，０６４円となるもの  

以上により、負債及び資本の合計は、２，５８０，７５０，３

２２円となり、資産合計と一致するもの 

（損益計算書） 

事業収益については、公共用地取得事業収益で１５，４６４，

９７２円、附帯等事業収益で３１，９０６，２３９円であり、合

計は４７，３７１，２１１円となるもの 

事業原価については、公有地取得事業原価で１５，４６４，９

７２円、附帯等事業原価で、２５５，８７２円であり、合計は１

５，７２０，８４４円となるもの 

事業総利益については、事業収益から事業原価を差し引いたも

ので、３１，６５０，３６７円となるもの 

 事業利益については、事業総利益から販売費及び一般管理費を
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差し引いたもので、２６，９１６，１９７円となるもの 

 経常利益については、事業利益に事業外収益を加えたもので、

２６，９３１，９４４円となり、この額が当期純利益となるもの 

（キャッシュ・フロー計算書） 

事業活動によるキャッシュ・フローについては、４２，８１５，５０

６円となるもの 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、該当なし 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、２５，０００，００

０円の減少となるもの 

現金及び現金同等物増加額は、１７，８１５，５０６円となり、

現金及び現金同等物期首残高２２，７９０，４８７円に１７，８

１５，５０６円を加えた４０，６０５，９９３円が、現金及び現

金同等物期末残高となるもの 

（財産目録） 

令和５年度末における、資産合計から負債合計を差し引いた

７７４，４０８，０６４円が純財産となるもの 

（借入金明細書） 

令和５年度中の借入及び返済状況を借入先別に表したもので、
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期末残高は、１，８０５，０００，０００円となるもの 

（公有用地保有状況） 

令和５年度末の保有地積は、６，９８５．８６平方メートル、

額にして２，５３５，１４４，３２９円となるもの 

（令和６年度事業計画） 

公有用地取得計画については、予定なし 

公有用地売却計画については、予定なし 

その他の事業計画として、保有土地賃貸事業については、令和

５年度に引き続き、茅ヶ崎市ほかに貸し付けを行う予定となるも

の 

 なお、これにより算定したものが、令和６年度予算実施計画書

となるもの   

 

報告第３号 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興

財団の経営状況について(議案書 P134) 

（令和５年度事業報告） 

 指定管理者として、市民文化会館、美術館及び松籟庵、体育館、体

育施設の管理運営業務を実施したほか、市民の要望に応えた市民文化
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会館事業、美術館事業、松籟庵事業、体育館事業、体育施設事業、並

びに主に体育館及び体育施設利用時に必要な物品の販売事業を行うな

ど、文化芸術・スポーツの向上及び振興に努めたもの 

（正味財産増減計算書） 

経常収益については、基本財産の運用益、主催事業等の事業収益、

指定管理料収益、受取補助金等などで、合計は、７４７，３３３，４

５９円となるもの 

  経常費用については、財団の運営に要する経費として、事業費及び

管理費をそれぞれ支出したもので、合計は、７１０，２０１，６６１

円となるもの 

  経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額は、３７，

１３１，７９８円となるもの 

当期一般正味財産増減額については、税引前当期一般正味財産増減

額３７，１３１，７９８円より法人税・住民税及び事業税分４，０８

３，８００円を差し引いた額に、一般正味財産期首残高３９４，９９

３，８２６円を加えた、４２８，０４１，８２４円が一般正味財産期

末残高となるもの 

 正味財産期末残高については、指定正味財産がないことから、一般
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正味財産期末残高と同額となるもの 

（貸借対照表） 

 資産の部については、流動資産として現金・預金及び未収金、固定

資産として基本財産、特定資産、及びその他固定資産で、合計は、５

７４，６１２，４０９円となるもの 

 負債の部については、流動負債として未払金、預り金、固定負債と

して退職給付引当金で、合計は、１４６，５７０，５８５円となるも

の 

 正味財産の部については、資産合計から負債合計を差し引いたもの

が一般正味財産であり、負債合計に一般正味財産を合わせた、負債及

び正味財産合計は、５７４，６１２，４０９円となり、資産合計と一

致するもの 

 （財産目録） 

貸借対照表における資産合計から負債合計を差し引き、正味財産と

して表したもの 

（令和６年度事業計画） 

展開する事業は、公益目的事業として、「芸術文化の振興を目的と

する事業」及び「スポーツによる健康増進及びスポーツの振興を目的
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とする事業」、収益目的事業として、「物品販売事業」及び「公益目

的外施設貸与事業」を行うもの 

事業計画については、令和６年度事業計画書及び収支予算書のとお

り 

 

報告第４号 土地信託の事務処理状況について(議案書 P135) 

土地信託受託者の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社より、令和５年

度事業実績に関する書類及び令和６年度事業計画に関する書類の

提出を受け、報告するもの 

（令和５年度事業実績） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の総合

管理業務を行ったもの 

（損益計算書） 

収入の部については、テナントの賃貸料及び共益費等で、収入

合計は１０７，９５１，０１１円、支出の部については、損害保

険料から消費税まで、支出額合計は５４，７２４，５７０円、当
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期信託利益金は、収支差額の５３，２２６，４４１円となるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、土地及び建物等で、合計は１，３８３，

１８３，２２２円、負債の部については、前受金及び敷金で、合

計は５２，６８０，５２８円、資本の部については、引受不動産

及び修繕積立金等で、合計は１，２７７，２７６，２５３円、負

債・資本の部の合計は１，３２９，９５６，７８１円となり、資

産合計から負債・資本合計を差し引いた５３，２２６，４４１円

が当期未処分利益金となるもの 

（利益金処分計算書） 

当期未処分利益金から元本組入額を差し引いた１５，５００，

０００円が、令和５年度の信託配当額となるもの 

（令和６年度事業計画） 

今年度の期間については、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との土地

信託契約期間である令和６年４月１日から令和７年３月３１日ま

での期間のもの 
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（事業計画） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の

総合管理業務を行うもの 

今年度予定されている茅ヶ崎トラストビル全体の外壁改修や空

調・換気設備の更新等のため、修繕費を多く計上したもの 

 

報告第５号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計予算の継続費

繰越計算書について(議案書 P137～139)  

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「体育館管理運営経費（総合体育館空調設備設置工事）」の令和５

年度の年割額の執行残額を、令和６年度に逓次繰越するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「浜園橋橋りょう整備事業（上部工）」の令和５年度の年割額の執

行残額を、令和６年度に逓次繰越するもの 

 

報告第６号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計予算の繰越明
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許費繰越計算書について(議案書 P141～149) 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

 「車両管理経費」について、自動車損害保険料及び公課費において、

じんかい収集車の購入に係る入札が不調となり、再入札を実施しても

年度内の納車が見込めないため、及びはしご付消防自動車の購入に係

る納期の遅延により、年度内での執行が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

 「（仮称）松林地区地域集会施設整備事業」について、（仮称）松

林地区地域集会施設において、温室効果ガスの排出の削減等のための

ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化に対応した実施設計の調整に不

測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「体育館管理経費」について、総合体育館の非常用発電設備更新工

事に係る設計において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ

繰り越すもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

 「社会保障・税番号制度推進事業」について、住民基本台帳システ
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ム及び戸籍の附票システムの改修において、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「職員給与費」について、物価高騰対応重点支援給付金の支給にお

いて、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「物価高騰対応重点支援給付金」について、物価高騰対応重点支援

給付金の支給において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ

繰り越すもの 

 「物価高騰対応重点支援給付金給付事務費」について、物価高騰対

応重点支援給付金の支給において、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「障がい者福祉管理経費」について、令和６年度障害福祉サービス

等報酬等改定に伴うシステム改修において、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「障害者ふれあい活動ホーム運営経費」について、ふれあい活動ホ

ーム赤羽根の外壁タイル改修工事において、年度内での完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 
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「項２ 児童福祉費」 

 「ファーストプレゼント事業」について、令和５年度内に児童が出

生した世帯への商品発送の一部において、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

 「職員給与費」について、新型コロナウイルス感染症に係るワクチ

ン接種に従事する職員の時間外勤務手当に関し、令和５年度末までの

特例臨時接種において、一部事務処理が次年度にかかり、年度内での

完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルスワクチン接種事業」について、新型コロナウ

イルス感染症に係るワクチン接種における、令和５年度末までの特例

臨時接種において、一部事務処理が次年度にかかり、年度内での完了

が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「保健所庁舎整備事業」について、保健所庁舎において、温室効果

ガスの排出の削減等のためのＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化に

対応した設計の調整に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 
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「項２ 清掃費」 

 「収集車等購入経費」について、じんかい収集車の購入において、

入札が不調となり、再入札を実施しても年度内の納車が見込めないた

め、次年度へ繰り越すもの 

 「環境事業センター管理経費」について、環境事業センターの業務

管理棟及びリサイクル展示室棟の屋上防水工事において、年度内での

完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「道路舗装修繕事業」について、国の補正予算を活用する舗装修繕

工事において、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越す

もの 

 「香川甘沼線道路改良事業」について、地権者との用地買収に係る

交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

 「上赤羽根堤線道路改良事業」について、地権者との用地買収に係

る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 
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 「高田萩園線道路改良事業」について、地権者との用地買収に係る

交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

 「市道０１０９号線歩道設置事業」について、地権者との用地買収

に係る交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「行谷芹沢線道路改良事業」について、国の補正予算を活用する行

谷芹沢線道路改良工事において、年度内での完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

 「市道８２６５号線道路改良事業」について、既存の人道橋の改築

工事及び同工事の支障となる電柱移設において、年度内の完了が見込

めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「狭あい道路整備事業」について、狭あい道路整備工事において、

地権者との施工日時の調整に不測の日数を要し、年度内での完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「道路照明灯等関係経費」について、国の補正予算を活用する自転

車走行空間の整備において、年度内での完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 
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 「橋りょう等長寿命化推進事業」について、国の補正予算を活用す

る橋りょう等の定期点検及び神明歩道橋等の修繕工事において、年度

内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

「項３ 河川費」 

 「河川維持管理経費」について、河川水位監視システムにおける通

信機器等の交換修繕において、機器等の調達に日数を要し、年度内で

の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「千ノ川整備事業」について、護岸工事に伴う汚染土壌への対策検

討及び護岸詳細設計において、年度内での完了が見込めないため、次

年度へ繰り越すもの 

「項４ 都市計画費」 

 「都市計画事務費」について、県下一斉に行われる第８回線引き見

直し業務において、関係機関との調整に不測の日数を要し、年度内の

完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「香川駅周辺整備事業」について、関係地権者との用地買収に係る

交渉に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

 「公園緑地等管理運営経費」について、市内公園施設等改修工事に
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おいて、遊具の納入に不測の日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

 「消防施設設備維持管理経費」について、消防署松林出張所の外壁

タイル改修工事において、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

 「消防通信業務管理経費」について、消防用無線装置と車両動態管

理装置の車両転載事業において、はしご付消防自動車の納期遅延によ

り、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「消防車両整備事業」について、はしご付消防自動車において、部

材の供給不足により納期が遅延し、年度内での完了が見込めないため、

及び救急車両に積載される資機材の一部において、製造及び出荷の一

時停止により納期が遅延し、年度内での完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

 「教育研究研修管理経費」について、教育センターの指導主事及び
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教育指導員が使用する教科書及び指導書等の配備において、年度内で

の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「教育事務委託負担金」について、藤沢市への教育事務委託負担金

において、藤沢市が国の補正予算を活用して実施する大庭小学校グラ

ウンド整備工事が年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

「項２ 小学校費」 

 「学校施設整備事業」について、西浜小学校の給食調理場屋上防水

改修工事において、年度内での完了が見込めないため、及び国の補正

予算を活用する円蔵小学校のトイレ改修工事、小出小学校及び円蔵小

学校の屋内運動場の照明設備改修工事において、年度内での完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「特別支援学級関係経費」について、国の補正予算を活用する香川

小学校への特別支援学級の設置において、年度内での完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「学校教育振興関係経費」について、教員等が使用する教科書及び

指導書等の配備において、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 
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「項３ 中学校費」 

 「学校施設整備事業」について、国の補正予算を活用する第一中学

校及び西浜中学校のトイレ改修工事、西浜中学校ほか７校の屋内運動

場照明設備改修工事、梅田中学校のグラウンド他改修工事、西浜中学

校及び鶴が台中学校の空調設備改修工事において、年度内での完了が

見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「施設設備補修費」について、梅田中学校学習室及び円蔵中学校職

員室の空調機修繕において、年度内の完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

「項４ 学校給食費」 

 「一般管理経費」について、栄養管理システム導入業務委託におい

て、年度内での完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「中学校給食導入関係経費」について、ランチボックスや運搬用の

コンテナ等の購入のほか、パンフレット等の製作において、年度内で

の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「中学校給食施設整備事業」について、中学校給食の実施に向けた

各中学校の配膳室整備工事等において、年度内での完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 
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「項５ 社会教育費」 

 「文化資料館跡地処分事業」について、文化資料館解体工事後の周

辺家屋事後調査において、年度内での完了が見込めないため、次年度

へ繰り越すもの 

 

報告第７号 令和５年度茅ヶ崎市一般会計予算の事故繰

越し繰越計算書について(議案書 P151～153) 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

 「教育研究研修管理経費」について、一部の指導者用デジタル教科

書において、年度末になって、年度内の納品が見込めないことが判明

し、調達に不測の日数を要したため、繰越しするもの 

「項２ 小学校費」 

 「学校教育振興関係経費」について、一部の指導者用デジタル教科

書において、年度末になって、年度内の納品が見込めないことが判明

し、調達に不測の日数を要したため、繰越しするもの 

 

報告第８号 令和５年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予
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算の繰越計算書について(議案書 P155～159) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額と

して、「雨水施設整備事業」及び「汚水施設整備事業」については、事

業者との協議に時間を要したため、事業費を令和６年度に繰り越すも

の 

「中島ポンプ場整備事業」については、河川管理者との協議に時間

を要したため、事業費を令和６年度に繰り越すもの 

地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規定による事故繰越額

として、「施設管理費（管渠費）」については、施工箇所の見直しに伴

う地権者との再調整に時間を要したため、事業費を令和６年度に繰り

越すもの 

 

報告第９号 令和５年度茅ヶ崎市病院事業会計予算の繰

越計算書について(議案書 P161～163) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額と

して、「医療機器購入」について、世界的な半導体不足の影響に伴い電

子部品の入荷に遅延が生じ、不測の日数を要したため、事業費を令和

６年度に繰り越すもの 
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報告第１０号 専決処分の報告について(議案書 P164) 

令和５年１１月７日未明頃、松林中学校敷地内において発生した倒

木が、相手方宅の外壁を破損し、損害を与えたため、これに対する修

理費を賠償したもの 

 


